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資料：内閣府

な支援を受けながら自立した生活を営む
ことができるようにするため、障害に応
じた施策の実施状況を踏まえ、地域にお
ける保健、医療及び福祉の相互の有機的
連携の確保その他の障害者に対する支援
体制の在り方について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とした。

（１０）附帯決議
改正法の成立に際しては、衆議院と参議
院において、いくつかの点について適切な
処置を講ずるべきである、としてそれぞれ
附帯決議が付されている。

３．障害者権利条約との関係

我が国の障害者に係る制度改革に向けたこ
うした動きは、国連における障害者権利条約
の採択も重要な背景となっている。
障害者権利条約は、平成１３年の第５６回国連

総会決議により障害者の権利及び尊厳を保護
し及び促進するための包括的かつ総合的な国
際条約を検討することを目的とする委員会が
設置され、計８回の会合を経て、１８年１２月、
第６１回国連総会本会議において採択された。
本条約は、平成１９年３月３０日に署名のため
に開放され、２０年５月に発効している。我が
国は、１９年９月、この条約に署名し、現在、
早期締結を目指しているところである。

４．施策の評価等

障害者施策の評価については、前述のとお
り、内閣に本部を設置し、その下で、障害当
事者を中心とした推進会議を開催し、制度改
革について精力的に検討が行われ「第一次意
見」及び「第二次意見」が取りまとめられた
が、これは今までの障害者施策の評価を踏ま
えた提言ともいえるものであった。これらの
意見を踏まえ、改革の工程表を示す閣議決定

■図表１―４ 障害者施策の動向


